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☆ 承継的共同正犯

［傷害罪］ 

共謀 

単独暴行 → 傷害① 

甲 甲 

乙 

乙へ帰責×(※)

共謀に基づく｢暴行｣ではない 

共同暴行 → 傷害② 

乙へ帰責〇

共謀に基づく｢暴行｣ 

※ 共謀加担前に甲が既に生じさせていた傷害結果

⇒ 乙の共謀及びそれに基づく行為が因果関係を有することはない
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☆ 傷害結果の帰責

傷害①（顔面打撲）

甲：帰責 〇

乙：承継的共同正犯：否定 ⇒ 帰責 ×

傷害②（頭部打撲）

甲：共謀共同正犯：肯定 ⇒ 帰責 〇

乙：帰責 〇

傷害③（肋骨骨折）

甲：帰責 〇

乙：承継的共同正犯：否定

⇒ 同時傷害の特例（207 条）適用：肯定 or 否定

甲 甲 

乙 

共謀 

傷害③ 

○？

○？
甲の暴行

乙の暴行

傷害① 

傷害② 
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☆ 同時傷害の特例（207 条）の適用

【同時犯の場合】

 

甲 

乙 

単独暴行 

同一機会 

単独暴行 

共謀× 傷害 

○？

○？

207 条適用 

【共謀成立前後の暴行と傷害の因果関係不明の場合】

乙参加

傷害 

甲 

共同暴行 

甲 

乙 単独暴行 

○？

○？

207条適用？ 

否定説 : 甲には傷害罪が成立するので不合理は生じない 

肯定説 :「傷害を生じさせた者を知ることができないとき」 

に当たる 
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☆ 同種前科・類似事実による犯罪立証 

 

【悪性格の立証（二重の推認過程）】 

［争  点］被告人と犯人の同一性（犯人性） 

 

推認 × 「合理性に乏しい推論」 

 

［要証事実］同種犯罪を行う犯罪性向（悪性格） 

 

推認 × 「実証的根拠に乏しい人格評価」 

 

［証  拠］同種前科・類似事実 

 

【顕著な特徴を有する類似事実の立証】 

［争  点］被告人と犯人の同一性（犯人性） 

 

推認 ○ 下記事実それ自体で合理的に推認させる 

 

［要証事実］顕著な特徴を有し，相当程度類似する犯罪事実 

 

証明 

 

［証  拠］同種前科・類似事実 
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【犯罪の主観的要素の立証】 

［争 点］本件犯行時の被告人の認識（故意） 

推認  ○  

［要証事実］前科（同種）犯行時の被告人の認識 

証明 

［証 拠］同種前科・類似事実 

【間接事実としての「意図・動機」の立証】

［争  点］ 犯人性／故意 

推認 

［要証事実］犯行意図・動機の存在 

推認  × 

［証 拠］同種前科・類似事実 

※ 犯罪の客観的要素（犯人性を含む）が

他の証拠によって認められる場合

二重の推認過程 

悪性格の立証と同様の立証構造 
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